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岩倉市学校給食センター給食調理、配送等業務委託企画  

提案二次審査結果  

 

 

 岩倉市学校給食センター給食調理、配送等業務委託事業者選定審査委員

会（以下、「審査委員会」という。）を設置し、総合的に審査を行った結

果、適した者（以下、「交渉権者」という。）として、株式会社  東洋食品を

決定した。  

 

１ 審査結果  

交渉権者 株式会社東洋食品 代表取締役 荻久保 英男  

 

２ 募集等のスケジュール  

令和５年 12 月 22 日（金） 企画提案実施要領等の公表 

令和６年 １月 ９日（火） 企画提案実施要領等説明会申込み締切 

１月 11 日（木） 企画提案実施要領等説明会 

１月 15 日（月） 質疑受付 

～１月 17 日（水） 

１月 29 日（月） 質疑に対する回答 

２月 ２日（金） 参加表明書受付期限 

２月 ７日（水） 提案書提出期限 

２月 21 日（水） 一次審査（書類審査） 

２月 28 日（水） 一次審査結果通知 

３月 26 日（火） 二次審査（プレゼンテーション） 

 

３ 審査基準  

区  分  評  価  項  目   配点  

企 業 に 関 す る

評価  

業務受託実績  １５点  

学校給食に対する基本的な考え方  １５点  

会社の概要  １０点  

運営内容に関

する評価  

調理業務等の体制に関する考え・提案  １５点  

衛生管理に関する考え・提案  １５点  
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危機管理に対する考え・提案  １５点  

調理等従事者の教育に関する考え・提案  １５点  

コ ス ト に 関 す

る評価  
見積書  ２０点  

合 計 点  １２０点  

 

４ 審査経過  

 (1) 一次審査（令和６年２月２１日）  

  １事業者が参加表明をし、その後、同事業者からの企画提案書を受け、

一次審査を行った。  

一次審査の選考方法は書類選考とし、提出された企画提案書を審査基準

に基づき、審査委員会委員による採点を行い、評価項目がすべて基準点以

上であったことなどにより、審査基準を満たしていることを確認した。  

【採点結果】                       

区  分  評  価  項  目  採点  

企業に関す

る評価  

業務受託実績  １２．８８点  

学校給食に対する基本的な考え方  １１．８８点  

会社の概要  ８．１３点  

運営内容に

関する評価  

調理業務等の体制に関する考え・提案  １１．３８点  

衛生管理に関する考え・提案  １１．５０点  

危機管理に対する考え・提案  １１．７５点  

調理等従事者の教育に関する考え・提

案  

１１．８８点  

コストに関

する評価  
見積書  １９．７５点  

合 計 点  ９９．１３点  

 ※各項目の採点結果は、委員による平均点  

 

 (2) 二次審査（令和６年３月２６日）  

  一次審査において審査基準を満たしていた事業者から提出された企画

提案書に基づき、プレゼンテーション及びヒアリングによる審査を行った。 
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  各審査委員による評価を行い、採点が基準点以上であったことなどによ

り、適切な事業者として認定した。  

【採点結果】                      

区  分  評  価  項  目  採点  

企業に関す

る評価  

業務受託実績  １１．６３点  

学校給食に対する基本的な考え方  １０．３８点  

会社の概要  ８．３８点  

運営内容に

関する評価  

調理業務等の体制に関する考え・提案  １０．１３点  

衛生管理に関する考え・提案  ９．８８点  

危機管理に対する考え・提案  ８．８８点  

調理等従事者の教育に関する考え・提

案  

９．５０点  

コストに関

する評価  
見積書  １８．３８点  

合 計 点  ８７．１３点  

 ※各項目の採点結果は、委員による平均点  

 

５ 総評  

  学校給食は、児童生徒の心身の健全な発達に資することを目的とし、学

校教育活動の一環として実施されるものです。このため、学校給食センタ

ー給食調理、配送等業務委託事業者は、学校給食の意義や特性を十分理解

し、徹底した衛生管理体制及び優れた調理技術を有するとともに、他自治

体等における学校給食の豊富な事業実績が求められ、価格だけでなく実績、

専門性、技術力、企画力、創造性等を総合的に判断して選定する必要があ

ります。また、調理・配送・配膳の一括受託実績の有無とその受託施設数、

調理等従事者に欠員が発生した場合に柔軟に対応できる人員体制と応援

体制、ノロウイルス等に対する衛生管理体制や危機管理体制、調理等従事

者の研修体制についても評価のポイントとするものです。  

  本企画提案は前述のことを全て満たし、日々の給食を安定して、確実に

提供するための考えと評価し、適した事業者と認めるものです。  
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令和６年３月２８日 

     岩倉市学校給食センター給食調理、  

 配送等業務委託事業者選定審査委員会 

       委員長  野木森 広        


